
平成30年 l0月から下記の施設で

農林業系廃棄物の試験焼却を実施します。 2 0l1 8.1 0.1
住民皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。 特集号

・ll'

◆一一・I

▲大崎市で保管している放射性物質に汚染された牧草

、lf - 
l f l- ll : . _ _ -  -一

、. -l・ - ・  一 一一
'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'm' ul. ii●

l l 1-1 1 I j ●◆:'n◆_- ,

※
1農

林
業
系
廃
棄
物
の
試
験
焼
却

農
林
業
系
廃
棄
物
の
処
理
に
っ
い
て
は
、
大
崎
市
で
試

験
焼
却
を
行
う
方
針
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

7
月
に
開
催
さ
れ
た
大
崎
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会

（臨
時
会
）に
お
い
て
、
試
験
焼
却
に
関
す
る
補
正
予
算
の

議
案
を
提
出
し
、
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
10
月
か
ら
当
組
合
の
一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
で
、
農
林
業
系
廃
棄
物
の
焼
却
処
分
が
安
全
に
実
施

で
き
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、万
全
の
監
視
体
制
、

安
全
対
策
で
試
験
焼
却
を
実
施
す
る
事
と
な
り
ま
し
た

。

施
設
周
辺
を
は
じ
め
住
民

:

-
l一一n様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
ぉ
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
1
-
飼
料
・
肥
料
等
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
-lif
わ
ら
や
牧

草
な
ど
の
農
林
業
系
副
産
物
が
、
平
成
23
年
3
月
1l
一=

に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に

:

伴
う
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た

も
の
。
放
射
性
物
質
一 :一一一染対
処
特
措
法
に
よ
り
1
地
あ

た
り
8
，
0
0
0
Bq
（
べ
ク
レ
ル
）
以
下
の
も
の
は
、

特
定

一
般
廃
棄
物
と
し
て

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
処

理
が
で
き
る
。



室器益1 ぃ 試 大 1 ',、?基器 i 意管 混 ?? 言 し 空 試 享 iし 是 電要 f 農

;'断 理 農 ,li,!li 焼 ,i ,i 空 1容 6 平發種管學發 f 素器 モ 基 5!, 言 1 基
整 廃 塞 理 却 四国l 等整 て 本 品 3 f 日 E 、、 て ま 、 ク 地 却 、f 計 ら 品 ル 系

送 場 一? ? 美 広 i 義器t設 發 ル ? 器 :議 ? 置言 ,し 管? 言 ? 、金,で i 望
器空基金需-l,,i1:, i器考言器 3 意 ン し 8 享器 f 置 器 f 享,し要 表 , 2
立 入 一 の と l ちl と を ま 却 合 大 l 焼 一 ° に ル l し な ° 、 は 後 週 試
て れ や セ 当 lrj、 一 行 す し 計 3 0 ク 却 般  濃 で 0 て る  約 検 半 目 験
ま 、 搬 シ 組  般 い 大 た は ト l す 廃  度 は 0 い 廃  6 証 2 で 焼

1第念1家 ?-? ? 享高?美 f 生 ii 場 程 8;展場 ? 容品 ,藤?程
当 、 大 濃 共1? 考 °ク っ で な 大 は 0 ) ぃ 0 レ 草 は  間 い は を 、

器養需器 要 割 等 、f ? ?i??第 ???益 大 ? 享?器 、金3,
が 処 で 定 行  て ン e? ン 1; ン 設 施  か ク ? 用 崎  間 °、一、 し 間

M警 f? 一銅 製 願 地 動  大崎市三本木地域

雲 1 焼 1 基 器 す 理日業実施離 i 平M ,3U :tF I U 月n、b 平M 3 I :iF 3 月 ま le
第基要 g 1 藤 (約6か月蘭)

等・:量 要養 '醫 理焼到鐵観物 震̃果 示 廃 票 物 (8,000Bq/kg 以 下 最 大 90 t1
話j め 差意?a処 理 = ? I 目 取フ,,,・ li/ ,m9設
l _ f . 立 _. , , 梅

た 一f て 策 5 に
焼 る は  に 、 当
却 ほ  、 努 焼 た
灰 か 国  め 却 つ
に 、 の  て 灰 て
つ l ガ ま の l1

※ す イ  ぃ
3 ° ト て
' 、 は

く ' れ 吸 天  焼 、
効 る 着 然  却 下
果 °性鉱 灰 かが 放 に 物  、
あ 射 '藤 の ら
る 場 れ 沸  覆 保

° 、石 土 護
質 土 の  の 土
も 壤 こ  順 を
吸 改 と  序 敷
着 良  ° で 設

し 書. 理 し

流 に  め
出 利  立 ゼ※

を 用  て オ 3

防 さ  ま ラ

L
B
ll

I i5if 32建 lii'l韻一
l焼却施設

施 設 名 公 称 能 力 所 在 地

西部玉道クリーンセンター 20tx2炉 =40t/8h 大●f市岩出山

中央クリーンセンター 60tx2f 二 l 2()t/24h 大●市古川

東部クリーンセンター 48tx2llii=96t/l6h 通田a演谷町

最終処分場
施 設 名 理立容量・水処理能力 所 在 地

大日向クリーンパーク 135,200 ni・70m /日 大●'市三本木_
験焼却期間一
it 3 0 年 l 0 月 平 成 3 0 年 l l 月 平 成 3 0 年 l 2 月 平 成 3 l 年 l 月  平 成 3 l 年 2 月  平 成 3 l 年 3 月

基国
1 クール

嘉題
2 クール

適混・換出.
.要m

3 クール

'-''観

混・換田.
.要四

4 クール

里i演

混 通
焼 期 直

5 クール

l ● l 真 j 2 ̃4 ● i

通
6 クール

田班 器 田 ◆ 益ll-
④ ③  ② ① 最

要 重 普事聲 終
ガ 場 に ろ 焼 a
イ を 覆 し 却 分
ド 除 土 時 時
ラ 李 す の の 場
イ る 飛 理 理
ン る ° 散 立

に 差 防 区 立
基 、  止 画

づ 搬  対 を
き 策 通

、 全 の 常
埋 両  た 焼

定 め 退  め 却
立 出  散 時

の て  水 と

要 定 g を 馬
実 洗  実 別

;ii 施 事 施 すす し るi る る  、 °
0 〇

e ② ① 燒
運 散 専 出 飛 却搬 防 用 す 灰
車 止 の る は 施
両 対 運  °飛 酸
周 策 搬  散
辺 を 車  防 構
の 強 両  止 出
空 化 に  対
間 す 積  策
線 る み  と
量 °込 し
を み て
測 、 薬
定 シ 剤
す I 処
る ト 理

o の 、
二 加
重 湿
化 後
で に
飛 搬

③ ②  ① 通
視 夕 作 濃 袋 燒す 方 業 度 詰
る か 員 に め
° ら は 応 の

夜 防 じ 焼
間 護 た 却
に 服 量 対
か ・ を 象
け 防 直 物
て 護 接 は
混 マ ご  、
焼 ス み 作
し ク ピ 業
、 ・  ツ 員

焼 手 ト が
却 袋 に 放
状 を 投 射
態 着 入 性
を 用 す セ
常 す る シ
に る  °ウ
監 ° ム

③ ② ① 燒- - の 施 量 計 却
般 状 設 を 量
搬 態 内 確 器 施

お益石學通 豐時 つ 飛 る 搬
間 °散 °車 入
を 防 両
避 止 を
け の 計
、 た 量

l 6  め し

時 、 、

30 焼 車
分 却 両
以 対 重
降 象 量
に 物 を
搬 は 基
入 袋 に
す 詰 搬
1 め 入

3 0. l 0. l 発 行  2



5 ま 描器; 整 試 監 一 焼却施設における主な監視体制一

容: た 再考:券藤 視 ②
† 理 t) t 接 :量 a : 国
ム M 、 び 実 体 に実 パ グ③

f 置 °j 空 理 管 0 ? フィ'レ タ ー

ジ 1  定 理 地 当 制 ① 議要
に ク  め 量 域 た l 、,, 炉
掲 I  て な で っ

ど V 、'-
「 さ。 t' の 益 て っ ⑥ 国 ,,地現界 国

享 ,i 1筆境言第 1l,, .コ, ]q海 _=定 以 績l 放 施 、l 、l ?量l モ ータ .,1ングポスト

器 i l1 程 設 て a M定国紛 a m視僅癌功翻m
①焼却灰中の放 射 性 セ シ ウ ム 演 度 蘭 査 単 位 ご と 聞 却のll査単位ごと

1Z11 焼 品置;? A 季 な ②排ガス中の放射性セシウム ● 度 月 1 回 以 上 ti1新 l却のn単位ごと
濃 、 却 認 、 で ず る お  ③パグフィルター※4の点検 年 l 回  年2回・はいじん通度計で常時監視

度 器望;學 1基 っ 1 1o ④般地内の空間a なし モニタリングポストで常時監視

商算?j 意 理 1程j ? ⑤戴地外の空間線量 なし モニタリングポストで常時監視
線 で 却 ° 制 量 処 ン と  ⑥姚却灰運裁章面 なし 推出ごとに空間被量計利
器整筆 置程 室 ,第.案 ※4一焼却灰を集める集E装置のこと

型 i 1醫 容要, f i理 一最終処分場における主な監視体制一
値 い 処  ウ き 基 を 量  日
が る 分  ェ ま 設 各 を  LOJ

国 器 差 j すn , 9 ?e疆3 教 發燃離離器 o離畿 f観B'投 3・鍵路。
1t 器 1 型j 發 し 国、,L___ 観測井 口 一mm⑥ 二 (!

め シ 水  で 結 り 、 に 表  ⑤汚泥0、表性表一 l 業mW 観測井

中 る  ③選出水処理設備 _ - 0- ----一二___ 1
断 限  ②放流水一1 日 i=-_

し 度  ④放流し,可川 一,''' ⑨水系合流地点 IOJ モニタリングポスト

_ _ 1 座 要 n X定 量 紛 a m顯 規 体 露 的 翻 鏡要j ①地下水中の放射性セシウム演度 月 1 回 通 1 回

_ 検 超  ②放流水中の放射性セシウム通度 月 l 回 通 l 回

, - 要1 j; ③通出水中の放射性セシウム演度 なし 月 l 回一_- し 場  ④放流先河川中の放射性セシウム通度 なし 月 l 回
.器: ' 'ii、; 食 ⑤ 開 中の放射性セシウム通度 なし 月 l 回

口
° 、 ⑥数地内の空間線量 通 l 回  モニタリングポストで常時監視

襲 ⑦般地外の空間ll なし モニタリングポストで常時 lE視

焼 ⑧水処理用活性度の交換策度 年 l 回  年 2回

者 ⑨水系合流地点河川中放射性セシウム通度 なし 月1回
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西部玉造クリーンセンター
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中央クリーンセンター

8 : 3 0  1 6 : 3 0  6 : 3 0  8 : 3 0
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8 : 3 0  l 6 : 3 0  l : 0 0  4 : 0 0

一般被入 混焼時間 8.5h ( 5 l t )  清押作業
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各測定の限度 ・ 基準 ・ 設定値

自然界からの放射線量0.04µ Sv/h+追加放射線量0.19µ Sv/h

限度値 0.2 3 µSv (マイク口シーぺルト)/h(時間)

限度値を超えた場合 ::::'・ 試験焼却を中断し、原因を検証する。

ぺクレル(Bq )------一放射能の強さ (放射性物質が放

出する放射線の量)を表す単位

シーベルト(Sv)-----・放射線が実際に人の体に及ぼす

影響の度合いを表す単位

マイク口(µ )------一基礎となる単位の100万分のlを

表すもの (ミリの1000分の1)

セシウム134 ・ セシウム137一放射線を放出する元素の一つ
(放射性物質)-i認i 1mi

i _

に-
焼却施設の排ガスの基準値(3か月の平均値)

セシウム l 3 4 の 濃 度 ( B q / m ) セシウムl37の濃度(Bq/ m )
十 ≦l

2 0 ( B q / m ) 3 0 ( B q/ m )

基準値を超えた場合
='' 試験続却に起因するものと認められる場合は焼却を

中断し、原因を検証する

焼却灰の設定値
一般ごみだけを燒却した状態(393Bq/kg )からの上昇幅が最大で+800Bq/kg まで

設定値を超えた場合
='' 原因を検証し、次のクールの試験焼却に反映

最終処分場の放流水などの基準値 (3か月の平均値 )
セシウム l 3 4 の 濃 度 ( B q/.e ) セシウムl37の濃度(Bq/a )

- 十 一 ≦l
6 0 ( B qfa ) 9 0 ( B q/,e )

基準値を超えた場合-'' 試験焼却に起囚するものと認められる場合は搬入を

中断し、原因を検証する

安全対策
●受け入れる焼却対象物の放射性セシウム演度と量を確認する。
●一般住民が農林業系廃棄物に接しないよう 1 6 時 3 0 分以降に受入れる。
●焼却対象物の飛散防止と適正な混焼率を確保するため袋詰めし、 搬入する。
●監視体制の強化として、 測定対象と測定回数を増やす。
●焼却施設パグフィ ルターの定期点検を年 2 回に増やす。
●最終処分場水処理用活性炭の交換頻度を年 2回に増やす。
●機器等修結時には、 作業に伴う空間線量の測定と飛散対策を実施する。
●管理する職員及び作業する職員は個人線量計を携帯し、 被ばく量を管理する。
●作業従事者には放射線健康診断を実施する。
●試験焼却の焼却灰の運搬は、 通学時間帯を考慮して行う。

試験焼却中断の条件
①受入れ条件と異なる農林業系廃棄物が搬入された場合。
② 排ガス中の放射性セシウム濃度が基準値を超えた場合。
③放流水等の放射性セシウム演度が基準値を超えた場合。
④ その他焼却炉が継続して安定焼却できないと判断した場合。

結果の公表
各クールごと試験焼却終了後、第三者機関に分析を依頼します。その後、結果を取りまとめ、

確認事項ごとの評価を行い、当組合のホームページ上で公表いたします。

組合ホームページアドレス http://www.〇sa ki koi ki ,jp/
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